
 

環境省「平成 21 年度自動車環境配慮推進事業」について 

 

 

１．補助対象車両について 

・自家用車両（いわゆる「緑ナンバー」は対象外。） 

・自動車 NOx・PM 法の対策地域を運行する予定である車両 

（前年度のドライバーに対する運行指示書、配達伝票などで確認。） 

 

・重量車燃費基準達成かつ新長期規制適合のトラック・バス 

・トラックは最大積載量（架装前）４トン以上、バスは車両長さ７ｍ以上 

・平成２２年２月１５日までに新規登録を行う車両 

 

２．補助額・予算規模 

・補助額：通常車両価格との差額の１／２以内（通常車両価格との差額は、

車格に応じて４０万円又は２０万円が上限。） 

・申請台数の下限：トラック３台以上、バス２台以上 

・上限：購入３０台以下、リース２００台以下 

・予算総額：１．３億円 

・申請受付期間：～平成２１年１２月１４日（計画認定申請受付期間：～

平成２１年１１月３０日） 



３．提出先 

環境省水・大気環境局自動車環境対策課 

自動車環境配慮推進事業 担当 

住所：東京都千代田区霞が関１－２－２ 

又は Email： JIDOSHAKA-N@env.go.jp 

 

４．お問い合わせ先  

環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課  

担当 百瀬 

  電話:(03)3581-3351 (内線 6522)  

夜間:(03)5521-8302 

  E-mail: YOSHINORI_MOMOSE@env.go.jp 


